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最低賃金引上げ額は「平均 25

円」で過去最大の上げ幅に！ 

◆最低賃金とは 

最低賃金は、最低賃金法に基づ

き、使用者は、最低賃金額以上の

賃金を労働者に支払わなければい

けないとされている制度です。 

最低賃金の対象となる賃金は、通

常の労働時間、労働日に対応する

賃金であって、最低賃金額との比

較に当たって臨時に支払われる賃

金、精皆勤手当、通勤手当及び家

族手当などは算入されません。 

 

◆引上げ額は全国平均で 25 円 

7 月 27 日に開催された厚生労働

省の第 49 回中央最低賃金審議会に

おいて、今年度（平成 29 年度）の

地域別最低賃金額改定の目安が公

表されました。（全都道府県で 20

円を超える目安額になっていま

す） 

今年度の引上げ額の全国加重平

均は 25 円（昨年度 24 円）、改定額

の全国加重平均額は 823 円（同 798

円）となっています。 

  

◆適用は 10 月１日から 

引上げ後の最低賃金は、都道府

県労働局長の決定・公示により確

定するため、発効日は都道府県に

よって異なり、今年度は 9 月末ま

でに順次発効される見通しです。 

目安額通りに最低賃金が決定さ

れると、最低賃金が時給で決まる

ようになった平成 14 年以降、過去

最高額となる引上げとなります

（昨年度は 18 円）。 

 

◆長野県最低賃金は７９５円 

長野県の最低賃金は時間額７９

５円です。（平成 29 年 9 月 30 日ま

では時間額 770 円）印刷・製版業

については、平成 28 年 12 月 31 日

から長野県印刷・製版業最低賃金

781 円が適用されていますが、平成

29 年 10 月 1 日からは長野県印刷・

製版業最低賃金の改正が行われる

までの間は、長野県最低賃金が適

用されます。 

 

◆発効による給与計算への影響 

給与計算においては、発効日以

降発生する賃金に引上げ後の最低

賃金が適用されるため、賃金計算

期間の途中に発効日がある場合は

注意を要します。最低賃金での時

給を適用している従業員がいる場

合、賃金計算期間の途中で時給額

が変更となるからです。 

この場合、発効日を含む月の賃金

計算期間から前倒しで時給を引き

上げることもできますし、据置き

にして、引上げ後の差額を別途支

給することもできます。 
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